
２.上半期報告貸借対照表
（単位:百万円、％）

 科目                  期別

金       額 構成比 金       額 構成比 金       額 構成比

308,601 0.9 162,632 0.5 267,350 0.8

216,200 0.7 194,400 0.6 272,000 0.8

- - 81,883 0.2    - -

522,871 1.6 426,382 1.3 462,329 1.4

- - 149,285 0.4    - -

31,282 0.1 31,391 0.1 32,564 0.1

24,621,432 75.3 25,778,134 77.4 25,902,665 77.1
（ う ち 国 債 ） (  7,982,941 ) (  8,829,462 ) (  8,862,167 )
（ う ち 地 方 債 ） (    682,179 ) (    458,904 ) (    567,153 )
（ う ち 社 債 ） (  2,910,004 ) (  2,764,288 ) (  2,886,726 )
（ う ち 株 式 ） (  6,231,617 ) (  6,307,322 ) (  6,674,631 )
（ う ち 外 国 証 券 ） (  6,217,993 ) (  6,830,787 ) (  6,277,996 )

5,439,788 16.6 4,836,458 14.5 5,062,571 15.1
保 険 約 款 貸 付 683,358 653,108 659,269 
一 般 貸 付 4,756,430 4,183,349 4,403,301 

1,181,286 3.6 1,165,777 3.5 1,173,227 3.5    

96,178 0.3 100,904 0.3 98,923 0.3    

61 0.0 80 0.0 124 0.0

290,854 0.9 376,967 1.1 302,484 0.9

16,877 0.1 15,832 0.0 15,581 0.0
▲  9,252  ▲ 0.0 ▲ 12,330  ▲ 0.0 ▲ 11,534  ▲ 0.0 

▲    171  ▲ 0.0 ▲    107  ▲ 0.0 ▲     86  ▲ 0.0 

32,716,012 100.0 33,307,692 100.0 33,578,200 100.0

（単位:百万円、％）

  科目                   期別

金       額 構成比 金       額 構成比 構成比

27,725,085 84.7 28,393,833 85.2 28,110,969 83.7
支 払 備 金 163,868 166,837 154,114 
責 任 準 備 金 27,149,763 27,825,045 27,598,685 
社 員 配 当 準 備 金 411,452 401,950 358,170 

432 0.0 376 0.0 852 0.0

58,931 0.2 57,698 0.2 59,007 0.2

1,061,221 3.2 1,072,154 3.2 1,045,795 3.1

- - - - 5,500 0.0

461,554 1.4 479,038 1.4 466,632 1.4

1,862 0.0 1,327 0.0 1,645 0.0

- - 800 0.0 - -

199,953 0.6 214,453 0.6 207,453 0.6

542,882 1.7 431,261 1.3 657,857 2.0

127,568 0.4 126,559 0.4 126,794 0.4

16,877 0.1 15,832 0.0 15,581 0.0

30,196,370 92.3 30,793,336 92.5 30,698,088 91.4

140,000 0.4 120,000 0.4 140,000 0.4

280,000 0.9 300,000 0.9 280,000 0.8

248 0.0 248 0.0 248 0.0

185,945 0.6 200,413 0.6 265,871 0.8
損 失 て ん 補 準 備 金 4,700 5,100 4,700 
そ の 他 剰 余 金 181,245 195,313 261,171 

　基金償却準備金 36,400 42,600 36,400 
　危険準備積立金 43,139 43,139 43,139 
　価格変動積立金 10,000 20,000 10,000 

社会公共事業助成資金 9 9 9 
 保健文化賞資金 17 10 6 

　緑のデザイン賞資金 52 50 6 
　不動産圧縮積立金 13,891 15,635 13,891 

  別途積立金 100 100 100 
 中間未処分剰余金 77,635 73,769 * 157,618 

606,193 1.9 620,662 1.9 686,119 2.0

1,989,183 6.1 1,954,211 5.9 2,253,999 6.7

▲      4  ▲ 0.0 - - ▲      2  ▲ 0.0 

▲ 75,730  ▲ 0.2 ▲ 60,517  ▲ 0.2 ▲ 60,005  ▲ 0.2 

1,913,448 5.8 1,893,694 5.7 2,193,991 6.5

2,519,642 7.7 2,514,356 7.5 2,880,111 8.6

32,716,012 100.0 33,307,692 100.0 33,578,200 100.0

* 平成18年度末要約貸借対照表の中間未処分剰余金は、当期未処分剰余金を示しています。
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－３－ 第一生命保険相互会社



                                     －５－                        第一生命保険相互会社 

注記事項 

 （貸借対照表関係） 

平成１９年度上半期末 

１．会計方針に関する事項 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ①有価証券 

有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財産と

して運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は

移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業にお

ける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、子会社株式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および保険業法施行

令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものが発行する株式ならびに保険業法施

行令第２条の３第３項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）については移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価のあるものについては９月末日の市場価格等（国内株式は９月中の市場

価格の平均）に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差額が

金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額

法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原価法によっております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

②商品有価証券 

商品有価証券の評価は、時価法によっております。 

（２）責任準備金対応債券の評価基準及び評価方法 

残存年数１０年以下の個人保険・個人年金保険、残存年数１０年超４０年以下の個人保険・個人年金

保険、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険（ただし一部保険種類を除く）の小区分に対応し

た円貨建債券のうち、デュレーション・コントロールを目的として保有するものについて「保険業にお

ける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 

  責任準備金対応債券の当中間期末における上半期報告貸借対照表計上額は、４,９０９,６１８百万

円、時価は４，９６６，３９０百万円であります。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

（４）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており

ます。 

・ 再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

・ 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号

に定める公示価格および第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
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平成１９年度上半期末 

・ 同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ３２，２９８百万円 

（５）有形固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法により年間減価償却費見積額を期間により按分し計上

しております。なお、有形固定資産（土地・建物を除く）のうち取得価額が１０万円以上２０万円未満

のものについては、３年間で均等償却を行っております。 

①建物（建物附属設備、構築物は除く） 

 ａ．平成１９年３月３１日以前に取得したもの 

  旧定額法によっております。 

 ｂ．平成１９年４月１日以降に取得したもの 

  定額法によっております。 

②建物以外 

 ａ．平成１９年３月３１日以前に取得したもの 

  旧定率法によっております。 

 ｂ．平成１９年４月１日以降に取得したもの 

  定率法によっております。 

（６）自社利用のソフトウェアの減価償却の方法 

無形固定資産の減価償却の方法は定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上

しております。なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間(５年)に基づく定

額法により行っております。 

（７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債（子会社および関連会社株式は除く）は、９月末日の為替相場により円換算して

おります。なお、子会社および関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

（８）引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する債

権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権

額等に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 
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平成１９年度上半期末 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならびに

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は４,２６７百万円であります。 

②投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に

則り、時価のない有価証券について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。 

③退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に従い、当事業年度末

における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認め

られる額を計上しております。 
なお、過去勤務債務は、その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法によ

り損益処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生した各事業年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数により翌事業年度から損益処理しております。 

④役員退任慰労引当金 

役員退任慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、第１０５回定時総代会で決議され

た役員退任慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。 

⑤時効保険金等払戻引当金 

時効保険金等払戻引当金は、時効処理により収益計上した保険金等について契約者からの払戻請

求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当ててお

ります。 

（９）価格変動準備金の計上方法 

価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

（１０）リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（１１）ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 平成１９年６月１５

日）に従い、主に、貸付金の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金

利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建貸付金、外貨建定期預金については為替変動に係る

キャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約による振当処理、また外貨建債券の一部

に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジ

を行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動または

時価変動を比較する比率分析によっております。 

（１２）消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象

外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し５年間で均等
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平成１９年度上半期末 

償却し、繰延消費税以外のものについては、当中間期に費用処理しております。 

（１３）責任準備金の積立方法 

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方

式により計算しております。 

①  標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示 第４８号）

② 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式 

なお、平成８年３月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契約（一時払契約を含む）を対

象に、保険業法施行規則第６９条第５項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとし、当

中間期において既に保険料払込満了後となっている契約（一時払契約を含む）については、今後５年

間にわたり段階的に積み立てることとしております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、責

任準備金繰入額は８９，６９３百万円増加し、経常利益および税引前中間純剰余は８９，６９３百万

円減少しております。 

（１４）法人税及び住民税 

当中間期に係る法人税及び住民税および法人税等調整額は、当事業年度において予定している剰余

金処分による不動産圧縮積立金、不動産圧縮特別勘定積立金、社員配当準備金、基金利息の積立てお

よび取崩しを前提として、金額を計算しております。 

 

２．会計方針の変更 

（１）法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する法律」平成１９年３月３０日法律第６号および「法人

税法施行令の一部を改正する政令」平成１９年３月３０日政令第８３号)に伴い平成１９年４月１日以

降に取得した有形固定資産の減価償却の方法は、改正後の同法に定める「定率法」および「定額法」

によっております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常利益および税引前中間純剰余は 

６５百万円減少しております。 

 平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達

している有形固定資産については、償却到達年度の翌年度より残存簿価を５年間で均等償却しており

ます。これにより経常利益および税引前中間純剰余は３６７百万円減少しております。 

（２）従来、時効処理により収益計上した保険金等の契約者への払戻損失は、払戻時の費用として処理して

おりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第４２号）に基づ

き、当中間期から過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てる方法に変更しておりま

す。この結果、従来の方法によった場合と比べ、特別損失が８００百万円増加し、税引前中間純剰余

は８００百万円減少しております。 

（３）従来、固定資産税および都市計画税は、賦課決定日の属する中間期に賦課決定額全額を費用処理して

おりましたが、当中間期より保険業法施行規則第５９条の７（平成２０年４月１日施行予定）の規定

により平成２０年度から四半期開示が求められることを機に、より適正な期間損益計算を行うため、

賃貸用不動産にかかる固定資産税および都市計画税について当中間期に対応する金額を計上しており

ます。この結果、従来の方法によった場合と比べ、資産運用費用は３，０４２百万円減少し、経常利

益および税引前中間純剰余は３，０４２百万円増加しております。 
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平成１９年度上半期末 

３．平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化等（当中間期末の原債権残高７９，３７１百万円）に伴

い、当社が保有する受益権（２５，９１８百万円）については、貸付金として上半期報告貸借対照表に

表示しております。なお、貸倒引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として算定してお

ります。 

４．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の上半期報告貸借対照表価額は、６５８,１３０百万円であ

ります。 

５．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、 

３０，５０１百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は６，１５５百万円、延滞債権額は２１，００１百万円、３カ月以上延

滞債権額は１，６６１百万円、貸付条件緩和債権額は１，６８１百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 

４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する

事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延

滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 

（８）①にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は１，２３６百万円、延滞債権額

は３，０３０百万円それぞれ減少しております。 

６．有形固定資産の減価償却累計額は、５８４，２８７百万円であります。 

７．保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、１，７４１，６２３百万円であります。

なお、負債の額も同額であります。 

８．上半期報告貸借対照表に計上した固定資産の他、リース契約により使用している重要な固定資産として

電子計算機があります。 

９．社員配当準備金の異動状況は次の通りです。 

イ．前年度末現在高         ３５８，１７０百万円 

ロ．前年度剰余金よりの繰入額    １１４，１６９百万円 

ハ．当中間期社員配当金支払額     ７６，０８３百万円 

ニ．利息による増加等          ５，６９３百万円 

ホ．当中間期末現在高        ４０１，９５０百万円 

１０．子会社等の株式等は、７８，７３５百万円であります。 

１１．担保に供されている資産の額は有価証券３４，５２１百万円、預貯金８６百万円であります。また、

担保付き債務の額は３９百万円であります。 

１２．保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険に付した
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平成１９年度上半期末 

部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額はありません。また、同規則第７１

条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の

金額は０百万円であります。 

１３．基金２０，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による基金

償却積立金へ振り替えております。 

１４．売却または担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸借契約で借り入れて

いる有価証券であり、当中間期末に当該処分を行わずに所有しているものの時価は７，８２３百万円で

あり、担保に差し入れているものの時価は２６，８０２百万円であります。 

１５．貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、１５,４２９百万円であります。 

１６．その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 

１３０,０００百万円が含まれております。 

１７．負債の部の社債５７，６９８百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付され

た外貨建劣後特約付社債（外貨額４９９百万米ドル）であります。 

１８．保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間期末における当社の今後

の負担見積額は、６３，６７５百万円であります。なお、当該負担金は拠出した中間期の事業費として

処理しております。 

１９．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

  

 

 

（損益計算書関係） 

平成１９年度上半期 

１．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券７,３１１百万円、株式等１５,８３５百万円、外国証券 

３５,２８３百万円であります。 

２．有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券２９,８１２百万円、株式等１,９３２百万円、外国証券 

３２,５３９百万円であります。 

３．有価証券評価損の主な内訳は、株式等６,１０１百万円、外国証券６９６百万円、その他の証券 

３,５５３百万円であります。 

４．支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の金額はありません。また、責任準備金繰

入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は０百万円であります。 

５．利息及び配当金等収入の内訳は、以下のとおりであります。 

預貯金利息            ２，３５２百万円 

有価証券利息・配当金   ３１４，９８０百万円 

貸付金利息          ５１，８１９百万円 

不動産賃貸料         ２９，６５１百万円 

その他利息配当金         ５，７８３百万円 

計            ４０４，５８７百万円 

６．「商品有価証券運用損」の主な内訳は、利息及び配当金等収入２２９百万円、売却損５４８百万円、評

価益１３５百万円であります。 
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７．「金銭の信託運用損」には、評価損が１，３６２百万円含まれております。 

８．「金融派生商品費用」には、評価損が３，３０６百万円含まれております。 

９．当中間期における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

（１）資産をグルーピングした方法 

保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で１つの資産グループとしてお

ります。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等および遊休不動産等については、それぞ

れの物件ごとに１つの資産グループとしております。 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

一部の資産グループに著しい収益性の低下または時価の下落が見られたことから、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

 用 途    件 数         減 損 損 失 （百万円）    

                土 地     建  物       計    

賃貸不動産等  １件       ４７       －          ４７ 

遊休不動産等 １０件      ７２３    １２７       ８５０  

  合 計    １１件      ７７０     １２７         ８９７ 

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価額を、遊休不動産

等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については将来キャッシュ・フロー

を３．１８％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については売却見込額、不動産鑑

定評価基準に基づく評価額、固定資産税評価額または相続税評価額に基づく時価を使用しておりま

す。 

１０．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 


